
自分らしい在宅療養生活を送るために
～人生の最期をどう過ごしたいですか？～ 長寿応援課

☎048（473）1395

　市では、人生の最期まで自分らしくいきいきと暮らせるよう、高齢者一人ひとりに対して、
医療と介護が一体的に関わる在宅医療・介護連携の取り組みを進めています。

在宅医療とは
医師や看護師、リハビリ従事者などが自宅または入居施設で医療の継続や支援を提供することをいいます。市民
の皆さんに行った意識調査では、約半数が「最期は病院や介護施設ではなく自宅で過ごしたい」と回答しています。

座談会の参加者募集中！
「聞いてみたい、知っておきたい在宅医療サービスと介護保険サービスのこと～病気や要介護状態になったとき
住み慣れた場所で暮らすための知識を深めるために～」をテーマに、医師やリハビリ専門職などとの座談会を開
催します。
人生の最期まで自身が希望する生活を送るために、医療と介護のサービスの利用方法について考えてみませんか。

  とき   11月20日（水）　13時30分～15時
  ところ   総合福祉センター
  対象   65歳以上の高齢者及び家族　　  定員   40人
  申込み   11月15日（金）までに電話または直接、長寿応援課へ

  とき   11月16日（土）　13時～15時（受付：12時30分～）
  ところ   市民会館仮設会議室（マルイファミリー志木8階）
  内容   適切な修繕積立金について、マンション管理計画認定制度について
  対象   どなたでも
  講師   （一社）埼玉県マンション管理士会
  共催   埼玉県、志木市、埼玉県マンション居住支援ネットワーク、（一社）埼玉県マンション管理士会
  申込み   11月11日（月）までに申込みフォーム、電話、FAXまたは直接、建築開発課へ

 048（474）4384
▼セミナー終了後、マンション管理士による個別相談会（5ブースを設けて1組30分、10組

まで（先着順））を開催します。なお、申込みは管理組合とし、代表者が行ってください。

マンション管理基礎セミナーを開催します
建築開発課　☎048（456）5372

▲申込みフォーム

チームで支える在宅医療
～退院から看取りまで在宅療養を支える連携体制を構築～

【ケアマネジャー】
•介護保険サービスを提供するため
患者に応じたケアプランを作成 
•各種専門職との連絡調整

【在宅医療連携拠点】
•必要に応じて、整形外科、耳鼻
咽喉科等の医師や栄養士などの
専門職種を紹介

【薬剤師】
•薬を正しく飲めているか、副作
用はないか、重複している薬が
ないかなどの確認

【ホームヘルパー】
•入浴、排せつ、食事など
の身体介護を実施

【訪問診療医】 
•在宅患者の状態
を診察
•医療スタッフに
指示

【訪問看護師】
•血圧、体温、脈拍などの健康状態を確認
•点滴などの医療的処置を実施

【訪問歯科医】
•虫歯の治療や入れ歯の調整
•飲み込み機能の低下や誤えん
性肺炎を予防するための指導
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